
国民スポーツ大会スポーツクライミング競技施設認定規定 

変更前 変更後 

第１章 総 則 

（目 的）  

第１条 本規定は，公益社団法人日本山岳・スポー

ツクライミング協会（以下「本協会」という。）が

主管する国民スポーツ大会スポーツクライミング競

技会（以下「競技会」という。）に使用する施設の

認定について規定する。  

（競技場の施設）  

第２条 競技場は，次の事項に留意して整備してい

なければならない。  

(1) 自然の要素及び風致の保護  

(2) 危険物及び危険な箇所の除去若しくは改善  

(3) その他競技運営上必要な処置  

２ 競技場内の次の地点は，現地に用意されており，

表示されていなければならない。  

(1) 競技エリア  

(2) アイソレーション・ゾーン  

(3) コール・ゾーン  

(4) トイレ  

(5) その他，必要な場所  

３ 競技会開催中の通信，連絡網は，これを整備しな

くてはならない。  

(1) 競技中，リード競技場やボルダー競技場から競

技会本部に通信連絡ができるように通信網を設置す

ること。  

４ 競技会開催中の輸送体制は，これを整備しなくて

はならない。  

(1) 競技の円滑な進行を図り，かつ，競技中に発生

した事故及び荒天等に対処し得る輸送体制を準備す

ること。  

(2) リード競技場とボルダー競技場は一会場とす

る。  

５ 競技会開催中の医療態勢は，これを整備しなくて

はならない。 

競技中の負傷及び疾病等に対処し得る医療体制を準

備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 競技場は，リード競技及びボルダー競技の

各競技で整備し、次の各号定めるすべての施設を含

むものとする。  

(1) 競技エリア 

(2) ウォームアップ・エリア 

(3) 運営エリア 

(4) 観戦エリア 

(5) その他，競技の実施にあたり必要な場所 

２ 競技エリアには、次の各号に定める設備及び区

域を設置もしくは設定するものとする。 

(1) 選手4名が同時に競技を実施することが可能なク

ライミング・ウォール及びその前方や隣接した

区域 

(2) 判定用公式ビデオ記録の撮影及び再生に必要な

区域 

(3) コール・ゾーン及びトランジット・ゾーン 

(4) メディア・ゾーン 

(5) その他、競技会の安全や公平な進行のために必

要な設備及び区域 

３ ウォームアップ・エリアには、選手のウォーム

アップのためのクライミング・ウォール及び待機ス

ペース、アイソレーション状態で実施するラウンド

に対応するために必要な設備の他、競技会の安全や

公平な進行のために必要な設備及び区域を設置もし

くは設定するものとする。 

４ 運営エリアには、主催者を始め、競技役員及び

ボランティアスタッフ、来賓、報道関係者等がそれ

ぞれの業務を遂行するにあたり必要な設備及び区域

を、それぞれ別個に設置もしくは設定しなければな

らない。 

５ 観戦エリアには、観客や来賓が着座して観戦で



きる設備及び区域を、設置もしくは設定しなければ

ならない。 

 

第２章 申 請 

 （申請者）  

第３条 本規定で認定する競技施設の申請は，開催

地の実行委員会が行うものとする。  

２ 申請は，競技会開催月の２年前までに行うものと

する。なお，期日までに申請できない場合は，その

理由を本協会に通知しなければならない。  

（申請の内容）  

第４条 競技施設の認定を申請するときは，競技施

設認定申請書に次の書類を添付して本協会会長に提

出する。  

２ リード競技場及びボルダー競技場  

(1) 競技場の位置を示す概念図  

(2) 競技場の概要  

① 屋内及び屋外の別  

② クライミング・ウォール（以下「ウォール」とい

う。）の材質  

③ 正面及び断面の外観  

３ 共通事項  

(1) 競技場の置かれている条件等を明記する。  

① 競技場の管理運営を行う事業者（所有者など）  

② 地方自治体  

③ 私有地  

(2) 実施本部，表彰式場等の関係施設の位置及び第

２条第２項に規定する事項 

 

第３章 審 査  

（審 査）  

第５条 競技場の施設認定は，国スポ委員会で審査

内定後，常務理事会で決定する。  

現地調査は必要に応じて行い，その経費は申請者が

負担する。  

２ 認定は，競技会開催月の1年前までに行う。  

３ 認定は，当該競技会終了後消滅する。  

（競技場及び競技施設の確認）  

第６条 競技場及びその施設は，競技会開始３か月

前に本協会に対し，その整備状況等の確認方を申請

しなければならない。  

（競技場の整備）  

第７条 前条により指摘を受けたときは，競技開始1

 



か月までに整備しなければならない。  

（競技ルートの最終的設定及び確認）  

第８条 競技ルートの最終的設定及び施設確認は，

審判長の指示により実施要領に定める日から競技開

始までの間に行う。 

第４章 認定の基準  

(認定の基準)  

第９条 施設の認定は，第２条の要件及び第１０条

の基準を満たしている場合，これを行うことができ

る。ただし，会場地の特性など特別な事情があると

認められる場合これに限らない。 

２ 前項の規定にかかわらず，競技に著しい影響を及

ぼすウォールのデザイン及びホールドの選定につい

ては，本協会国スポ委員会と協議のうえ行わなけれ

ばならない。 

第４章 認定の基準  

(認定の基準) 

第９条 施設の認定は，第２条の要件及び国民スポ

ーツ大会スポーツクライミング競技施設設置基準

（別紙１）を満たしている場合，これを行うことが

できる。ただし，会場地の特性など特別な事情があ

ると認められる場合これに限らない。 

２ 前項の規定にかかわらず，競技に著しい影響を

及ぼすウォールのデザイン及びホールドの選定につ

いては，本協会国スポ委員会と協議のうえ行わなけ

ればならない。 

 

 

（競技場の基準）  

第１０条    ウォールの設置場所は，リード競技

場及びボルダー競技場とも屋内とし，空調設備など

で温度変化が少なくなるように留意する。なお応援

席は，概ね選手・監督，競技役員，競技会係員及び

実行委員会並びに一般観客数が収容できるように努

めること。  

２ リード競技場のウォールおよびルートは，以下の

仕様による。  

(1) ルートの長さは１５ｍ以上，高差は，１２ｍ以

上とする。  

(2) ルートの幅は，３メートル以上とする。  

(3) ルートは４ルート同時に設置可能な，近似形状

とする。  

(4) ウォールの傾斜は，最小傾斜部の角度を１００

度，最大傾斜部の角度を１５０度とし，かつ平均傾

斜を約１２０度とする。 

(5) ウォールは左右の縁の使用が可能であるように側

面を有するか側面用の部材の取り付けが即時可能で

なければならない。 

(6) ウォールの構造上あるいは立地上，オンサイト

方式に抵触する可能性がある場合，ルートセッター

が設定したルートを隠すことができるカーテン等の

装置を施すものとする。  

第１０条 全文削除 



３ ボルダー競技場のウォールは，以下の仕様によ

る。  

(1) ウォールの高さは，マット面から５メートル以

内とする。  

(2) ウォール数は，１基に２ルート以上とれる仕様

のもので合計２基とする。  

(3) ウォールの壁面積は，１基あたり６０㎡ とす

る。  

(4) 観客席から見やすいようにウォールは壇上に設

置されなければならない。  

(5) ウォール２基は，お互いのルートが見えないよ

うに遮蔽などの対策を施すこと。  

(6) ウォールの傾斜は，最小傾斜部の角度を８５

度，最大傾斜部の角度を１５０度とし，かつ平均傾

斜を約１２０度とする。  

(7) ウォールのパネルは，交換できなくてもよい

が，立体的な構造が望ましい。  

(8) ウォール２基の間には，選手の休憩場所を設置

し，休憩場所から競技が見えないようにすること。  

(9) 必要に応じて，ルートセッターが設定したルー

トを隠すことができるカーテン等の装置を施すもの

とする。  

(10) 安全対策のため，ウォールの下には壁上部から

選手が墜落した場合にも十分な安全が確保できるマ

ットを設置するものとする。  

４ アイソレーション・ゾーンは，以下の仕様によ

る。  

(1) アイソレーション・ゾーンは，原則として当日

競技をする選手・監督を収容するスペースを有しな

ければならない。そのスペースは，選手一人当たり

原則として2㎡以上であり，ウォールに隣接して設置

されることに努めるものとする。又，できるだけウ

ォールに隣接して設置されることが望ましい。  

(2) アイソレーション・ゾーンには，ウォームアッ

プ用のウォールと常にマットを備えなければらな

い。その面積は，選手一人当たり１㎡以上かつ（原

則として高さ３メートル，幅５メートル以上）６０

㎡以上なければならない。  

５ コール・ゾーンは，以下の仕様による。  

(1) コール・ゾーンは，原則として当日競技をする

選手８名以上を収容するスペースを有しなければな

らない。また，できるだけウォールに隣接して設置



されなければならない。  

(2) コール・ゾーンは，ルートが見えない場所に設

置されなければならない。  

(3) 競技者をアイソレーション・ゾーンから輸送す

るのに時間がかかる場合は，簡便なウォームアップ

用ウォールを用意しなければならない。  

６ 審判席は，ルートを見渡せる正面及び側面の位置

に設置しなければならない。  

７ 審判用器具としてビデオ・カメラ，モニターテレ

ビ及びストップウォッチをウォール面ごとに設置す

る。  

８ 競技進行中，選手，監督，役員，一般観戦者がリ

ザルトをウエブ上でリアルタイムに確認できるシス

テムを設置すること。  

９ 録画を中断・停止することなく，競技ビデオ記録

を，再生・確認，保存できる競技録画システムを設

置すること。  

10 残り時間を確認できるデジタル式大型時計を選手

や観客から見えるように設置する。  

11 ボルダー競技場には，競技時間ごとに鳴るブザー

を設置する。  

12 その他のウォール及び審判に係る施設，器具の詳

細は，国民スポーツ大会スポーツクライミング競技

施設設置基準（別紙１）及び国民スポーツ大会スポ

ーツクライミング競技運営手引による。 

  



付 則 

１ 本規定の改廃は，常務理事会で行う。 

２ 本規定は，昭和５１年５月２３日より施行す

る。 

昭和６２年 ９月１０日 一部改定 

平成 ５年１１月 ７日 一部改定 

平成 ９年３ 月２３日 一部改定 

平成１０年 ３月１５日 一部改定 

平成１３年 ３月２５日 一部改定 

平成１４年 ４月 １日から施行する。 

平成１５年 ５月２５日 一部改定 

平成１７年 ５月２２日 一部改定 

平成１９年 ５月２０日 一部改定 

平成２０年 ４月１日から施行する。 

平成２５年 ５月１１日 一部改定 

平成２６年 ５月２５日 一部改定 

平成３０年 ９月 ８日 一部改定 

平成３１年 ４月１１日 一部改定 

令和 元年 ８月 1日 一部改正 

令和 ３年 ２月１０日 一部改正 

令和 ４年 ７月１４日 一部改正 

ただし、施行はＪＳＰＯ国スポ委員会承認後。 

令和 ４年１１月１０日 一部改正 

令和 ５年 ３月 ９日 一部改定 

ボルダー競技への改訂は、ＪＳＰＯ国スポ委

員会承認後施行する。 

令和 ６年１２月１０日 一部改定 
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